
釧路方面本別警察署 勇足駐在所ミニ広報紙 令和７年５月号

５月は自転車活用推進法で定められた自転車

月間です。

暖かくなり、自転車を利用する方が増えてく

るかと思いますが、自転車にも定められた交通

ルール、安全運転を行う義務があります。

自転車の安全利用のため、交通法規を守って

正しく運転してください。

悪質なリフォーム業者、不用

品回収業者、海産物販売業者等、

必要の無い契約を無理に交わす

悪質業者が安全な暮らしを脅か

しています。

うまい話にはすぐ乗らず、家

族や友人、警察に相談しましょ

う。

４ 月 ８ 日 に 、
勇 足 小 学 校 に お
い て 入 学 式 が 開
催 さ れ ５ 名 の 児
童 が 入 学 し ま し
た 。
お め で と う ご

ざ い ま す 。
ド ラ イ バ ー の

方 は 、 登 下 校 し
て い る 新 入 学 児
童 を 見 か け た ら
思 い や り の あ る
運 転 を お 願 い し
ます。
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